
日本学生支援機構奨学金関連 

令和７年３月１４日 

令和７年度入学予定者 

学生（学部生）      

                                            富山大学学生支援課奨学担当 

 

令和７年度以降における多子世帯の大学等の授業料等無償化について 

 

  ●多子世帯の大学等授業料等無償化について 

令和７年度から、多子世帯（扶養する子どもが３人以上の世帯）の大学等の

授業料等無償化が開始されます。多子世帯の対象となる方は、所得制限なく、

授業料等の減免を受けることができます。 

 

 （在学生） 

○給付奨学生でない者 

日本学生支援機構奨学金の令和７年度在学採用で給付奨学金に申し込んでく

ださい。 

※自動的に減免されるわけではございませんので、ご注意ください。 

書類配布期間：４月７日（月）～４月１６日（水） 

書類配布場所：五福キャンパス 学生会館 1Ｆ 学生支援課 

       杉谷キャンパス 医薬学図書館 2Ｆ 杉谷地区事務部学務課 

       高岡キャンパス 芸術文化学部Ａ棟 1Ｆ 芸術系総務・学務課 

詳細については、後日富山大学ホームページやヘルンシステムで通知します。 

 

○既に給付奨学生となっている者 

 日本学生支援機構が扶養人数を確認するため、特に手続きはありません。 

 

 （令和７年度新入生） 

○予約採用で給付奨学金が採用となっている者 

期間内に、「予約採用候補者決定通知」を富山大学学生支援課まで提出して

ください。 

受付期間：４月７日（月）～４月１６日（水）  

受付場所：五福キャンパス 学生会館 1Ｆ 学生支援課 

 

○予約採用で給付奨学金を申し込んだが不採用となった者、または予約採用を

申し込んでいないが、多子世帯授業料減免を希望する者 

日本学生支援機構奨学金の令和７年度在学採用で給付奨学金に申し込んでく

ださい。 

書類配布期間：４月７日（月）～４月１６日（水） 

書類配布場所：五福キャンパス 学生会館 1Ｆ 学生支援課 

 

 

 

 

各位 

次ページに続きます 



 

（参考）文部科学省 

【更新版】令和７年度からの多子世帯の大学等の授業料等減免について（概要） 

 

●対象学生に係る学業要件の適正化 

令和７年度より、学生等の学修意欲を喚起する観点から、支援継続に係る学

業要件の見直しが行われます。なお、多子世帯で授業料無償化となる学生につ

いても、年度末に学業要件を満たす必要があります。 

（参考）文部科学省 

高等教育の修学支援新制度：文部科学省 

 

 

（本件連絡先） 

 〒933-8555 富山市五福 3190 

富山大学学務部学生支援課奨学担当 

 

TEL：076-445-6089 

https://www.mext.go.jp/content/20240426-mxt_gakushi_100001505_2.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/index.htm
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